
 
 

 【資料２】佐倉市産業振興ビジョン 進捗管理シート（令和７年度） 

 １．商業振興 

指標（KPI） 
基準値 

(H30) 
R2 R3 R4 R5 R6 

目標値 

(R6) 

地元商店街を利用する市民の割合 30.0％ 35.1% 34.0% 37.4％ 30.1% 30.7％ 40.0％ 

「商店街空き店舗等出店促進補助金」の支援件数 3件／年 7 件／13 件 7 件／20 件 4件／24件 5件／29件 7件／36件 35件(累計) 

起業塾（入門編）受講者の創業者数 7人／年 3 人／8 人 2 人／10 人 1人／11人 4人／15人 5人/15人 38人(累計) 

佐倉市スマートオフィスプレイスの登録者総数 － 648 人 807 人 1,177人 1,476人 1,575人 400人 

地域職業相談室への市内相談者の就職率 11.8% 12.2% 13.5％ 15.0％ 14.8％ 11.9％ 15.6% 

 

２．工業振興 

指標（KPI） 
基準値 

(H30) 
R2  R3 R4 R5 R6 

目標値 

(R6) 

市内法人数 3,377法人 3,471法人 3,573法人 3,659法人 3,687法人 3,759件 3,640法人 

企業誘致助成制度新規利用企業数 3社／年 3社／9社 1社／9社 2社／10社 1社／10社 0社／7社 
10社 

(5年間の累計) 

企業誘致助成制度活用による市内雇用人数 18人／年 0人／5人 0人／５人 0人／5人 0人／5人 0人／5人 
100人 

(5年間の累計) 

 

３．農業振興 

指標（KPI） 
基準値 

(H30) 
R2  R3 R4 R5 R6 

目標値 

(R6) 

認定農業者件数 112件 127 件 125 件 128件 137件 142件 142 件 

新規就農者数 6人／年 7 人／13 人 3 人／16 人 8人／24人 7人／31人 11人/42人 
10 人 

（5 年間の累計） 

商談会シートの作成件数 － 0 件／2 件 0 件／2 件 4件／6件 0件／6件 0件／6件 
40 件 

（5 年間の累計） 

  

４．観光振興 

 

指標（KPI） 
基準値 R6 R7 R8 R9 

目標値 

(R9) 

観光入込客数（イベントを除く） 
147万人

（H30） 
129 万人 110 万人   160.8万人／年 

観光文化サイト「となりの佐倉」閲覧数 
257,493件 

（R4） 
192,244 件    300,000件 

 



 
 

【資料２】佐倉市産業振興ビジョン 進捗管理シート（令和 7 年度） 

１．商業振興 

 第 2 期佐倉市まち・ひと・しごと 
創生総合戦略 指標（KPI） 

基準値 
(H30) 

R2 R3 R4 R5 R6 
目標値 
(R6) 

 地元商店街を利用する市民の割合 30.0％ 35.1% 34.0% 37.4％ 30.1% 30.7％ 40.0％ 

 「商店街空き店舗等出店促進補助金」の支援件数 3件／年 7件／13件 7件／20件 4件／24件 5件／29件 7件／36件 35件(累計) 

 起業塾（入門編）受講者の創業者数 7人／年 3人 2人 1人 4人 5人/15人 38人(累計) 

 佐倉市スマートオフィスプレイスの登録者総数 － 648人 807人 1,177人 1,476人 1,575人 400人 

 地域職業相談室への市内相談者の就職率 11.8% 12.2% 13.5％ 15.0％ 14.8％ 11.9％ 15.6% 

 

②  現在の課題  ② R7年度に実施した事業、成果 

・商店街地区をはじめ、市内では使用されていない「空き家」

や「空き店舗」が増加しています。 

・経営者の高齢化や個店の廃業などにより、活動を維持する
ことが困難な商店会がでてきています。各商店会において、
将来を見据えた商店会の組織強化や活性化事業計画の策
定、次代を担う後継者・人材育成が必要となっています。 

・多くの商店会で共同施設（街路灯など）が老朽化しており、
事故発生を防止するために修繕を行う必要があります。 

・県内の有効求人倍率は、依然として１倍前後の数値を示し
ており、雇用情勢の改善のための取り組みが必要です。 

 

 ・商店街地区などでの空き店舗対策として、5ヶ月以上空いている「空き家」や「空き店舗」を使用して新たに事業を始めるかたなどに対

して、補助金を交付しました。（R7：8事業者を交付決定） 

・商店街地区のにぎわい醸成を目的として開催するイベントやイルミネーションなど、『商業及び商店街の活性化』を目的として商業団体
が実施する事業に対して補助を行いました。（R7：15事業） 

・商店会が保有する街路灯の修繕事業などに対して補助を行いました。（R7：7事業） 

・広く市民に聴講してもらうため、オンデマンド配信により、起業塾（入門編）を開催しました。（R7：第1回オンデマンド開催：申込者
76名・総再生回数120回、第2回オンデマンド開催：申込者139名・総再生回数218回）。 

・佐倉市スマートオフィスプレイスでは、引き続き利用者数や登録者数が増加しました。また、利用者交流会（第1回参加者5名（起業・
創業セミナーと同時開催）、第2回参加者3名）や起業・創業セミナー（第1回参加者5名（利用者交流会と同時開催）、第2回参加者8名、
第3回参加者7名）、ITセミナー（第1回参加者5名）を実施しました。 

・「佐倉・産業大博覧会」は、本年度も同様に開催し、市内の商業事業者をはじめとして、飲食・物販ブースに84事業者・団体の出展が

あり、各事業者の活動を市民に広く啓発しました。（日時：R7年11月8日（土）、9日（日）、於・草ぶえの丘） 

・千葉県ジョブサポートセンターやジョブカフェちばとの共催で就職セミナー・相談会を実施しました。（R7 実施回数：4 回、参加市民数：
33 名） 

・障害者雇用に積極的な事業所を表彰し、事例紹介することで、市内企業の障害者雇用を促進する「さくらユニバーサルカンパニー表彰」
事業を昨年度に引き続き実施しました。1 事業所からの応募があり、審査を経て 1 事業所の表彰及び各種広報媒体での雇用事例紹介を行
いました。 

・障害者を新たに雇い入れた市内事業者に「佐倉市障害者雇用促進奨励金」を交付しました。（R7 交付企業：7 社、交付額 146 万 5 千円） 

・従業員を被共済者として退職金共催契約をした中小企業者に対し、その掛け金の一部を補助する「佐倉市中小企業退職金掛金補助金」を
交付しました。（R7 交付企業：42 社、交付額 96 万 6 千円） 

・佐倉市キャッシュレス決済ポイント還元事業を実施しました（キャッシュレス 4 種で 10％還元、R7 年 11 月 1 日～28 日） 

                             

③ 施策の方向性  ⑤ その他、R7年度のトピック等 

・産業大博覧会を引き続き開催し、市民への産業啓発を行います。 

・産業大博覧会のコンセプト見直しや、他の市内産業啓発手法について、事業者の意見を伺いながら
研究し、出展事業者の増加を図ります。 

・事業者間の交流の場として佐倉市スマートオフィスプレイスを提供することにより、利用者同士の
交流による新規事業の創出等を図ります。 

・商店会の活性化を図るために、引き続き支援を行っていきます。 

・商店街等の空き家、空き店舗解消を図るため、これらの物件を活用して出店する事業者に対して引

き続き支援を行ってまいります。 

・市内の潜在的な障害者雇用優良事業所の発掘のため、今後もさくらユニバーサルカンパニー表彰事
業を続けていきます。 

 ・佐倉商工会議所会館のエレベーター工事が R7 年 7 月に完了し、バリアフリー化が進みました。 

 



 
 

【資料２】佐倉市産業振興ビジョン 進捗管理シート（令和 7 年度） 

２．工業振興 

 第 2 期佐倉市まち・ひと・しごと 
創生総合戦略 指標（KPI） 

基準値 
(H30) 

R2  R3 R4 R5 R6 
目標値 
(R6) 

 
市内法人数 3,377法人 3,471法人 3,573法人 3,659法人 3,687法人 3,759件 3,640法人 

 
企業誘致助成制度新規利用企業数 3社／年 3社／9社 1社／9社 2社／10社 1社／10社 0社／7社 

10社 

(5年間の累計) 

 
企業誘致助成制度活用による市内雇用人数 18人／年 0人 0人 0人 0人 0人 

100人 

(5年間の累計) 

 

②  現在の課題  ② R7年度に実施した事業、成果 

・市内工業団地等の企業立地適地は飽和状態であり、企業誘致事業を推進す
る上で用地不足が大きな懸案事項となっています。 

・圏央道の開通等、周辺環境の変化により自治体間競争が激化することが見
込まれており、既存企業の移転や事業規模縮小を防ぎ、市民の安定した雇
用を確保するため、企業の設備投資等の新たな事業展開に必要な支援を行
う必要があります。 

・各工業団地は造成から相当年が経過しており、道路や排水設備等のインフ
ラ整備が必要となっています。工業団地付近の道路補修や幹線道路の渋滞
対策等について、商工会議所や工業団地連絡協議会等と情報交換を密に図
りながら、関係部署と連携して改善に努める必要があります。 

 

 ・昨年度新設されました「企業誘致・公民連携推進室」をはじめ、庁内の各部門とより連携を深め、進出相談から開発等に
伴う各種行政手続、進出後のフォローに至るまで一貫した対応を行いました。 

・産業用地可能性調査を一般財団法人日本立地センターに委託し、実施しました。 

・企業誘致・再投資促進助成金を 6 社に交付しました。 

・R7 は企業誘致助成制度活用による市内雇用人数（地元雇用促進奨励金初年度交付対象人数）が 2 人ありました。 

・生産性向上を図り、工場の増設や機械の高度化等を行う企業３社に対して、先端設備等導入計画の認定を行いました。 

・佐倉工業団地連絡協議会、佐倉第三工業団地連絡協議会に対し、補助金を交付しました。 

・上記の両協議会が、事業者交流や情報交換、地域貢献活動を行っており、地域清掃等の美化活動などを通じて、事業者間
の交流が図られました。 

・両協議会を通じて、国・県・市の事業を周知するなど、情報発信を行いました。また、協議会からの地域における改善要
望について、関係課と連携し対応しました。 

・１１月に「佐倉・産業大博覧会」を開催し、産業PRブースには、工業事業者をはじめとして50事業者・団体の出展があ
りました。 

・ハローワーク成田との共催で、市内工業団地企業と求職者のマッチングの場として「佐倉市内工業団地会社説明会・面接
会」を実施しました。（R8年2月25日開催） 

                             

③  施策の方向性  ④  その他、R7年度のトピック等 

・新たな産業用地の確保について、検討します。 

・市外企業の進出促進、既存企業の留置のため、工場の新設や再投資等に対して企業誘致・再投資促
進助成金（固定資産税・都市計画税額分の助成、雇用促進奨励等）等により引き続き支援します。 

・両工団連の活動がより積極的に展開されるよう、引き続き支援します。 

・商工会議所、工団連、事業者の協力を得て、事業者の交流機会を増加させます。 

・産業大博覧会を引き続き開催し、市民への産業啓発を行います。 

・産業大博覧会のコンセプト見直しや、他の市内産業啓発手法について、事業者の意見を伺いながら
研究し、出展事業者の増加を図ります。 

 

 ・ちばリサーチパーク内の千葉市と佐倉市がまたがる用地に、ヤクルトの新工場が建設されることが
決定されています。現在四街道市にある株式会社千葉ヤクルト工場が移転し、将来に向けた次世代
型の工場として昨年度着工。R７年度も引き続きＲ９年春の操業開始に向けて、建設が進められて
います。 

 

 



 
 

【資料２】佐倉市産業振興ビジョン 進捗管理シート（令和 7 年度） 

３．農業振興 

 第 2 期佐倉市まち・ひと・しごと 
創生総合戦略 指標（KPI） 

基準値 
(H30) 

R2  R3 R4 R5 R6 
目標値 
(R6) 

 
認定農業者件数 112件 127件 125件 128件 137件 142件 142 件 

 
新規就農者数 6人／年 7人／13人 3人／16人 8人／24人 7人／31人 11人/42人 

10 人 

（5 年間の累計） 

 
商談会シートの作成件数 － 0件／2件 0件／2件 4件／6件 0件／6件 0件／6件 

40 件 

（5 年間の累計） 

 

②  現在の課題  ② R7年度に実施した事業、成果 

・農業従事者の減少・高齢化に伴う低未利用の農地の拡大や担い手の減少が大
きな課題となっており、後継者の育成や新規就農者の就農支援、中心的な農
業者に対する施設・機械の整備や経営に対する支援が必要となっています。 

・現在の農業機械に対応できない小区画の農地や分散している農地も多く、基
盤整備事業などを通じて、生産性の高い圃場を整備する必要があります。 

・主食用米は国内需要量の減少が長期的な傾向（ただし昨今の米価高騰により
短期的には増産傾向）であり、これによる収益力の低下を補うため、圃場の
集積・集約による労働生産性向上と併せて、主食用米からの転作拡大が求め
られています。 

・厳しい産地間競争や輸入農産物との競合などで、従来の生産構造での収益性
の確保が難しくなってきており、市場ニーズを的確に捉えた競争力の高い品

目の生産が必要です。 

・耕作放棄地の拡大や温暖化等の影響により、有害鳥獣や外来生物などによる
農作物被害の拡大が懸念されており、異常気象への対応や国際情勢などによ
る物価高騰など、厳しい経営環境に適応する必要があります 

 ・中心的な担い手として期待される認定農業者に対し、農業経営改善計画の達成に向け、機械や設備等の購入経費の一部を
助成（生産体制強化事業補助金10名）しました。 

・就農希望者に対するきめ細かな就農相談（22件）を実施し、農業委員会と連係した農地のあっせんなどにより、新たな
農業者が市内で就農する予定（３名）です。また、新規就農に必要となる機械や資材等の導入経費などの初期投資につい
て、費用の一部を助成（５件）しました。 

・稲作農家の経営安定のために、主食用米のみに頼らない生産（飼料用米やＷＣＳ用稲、米粉用米、加工用米など非主食用
米等への転換）を推進しました。（転換面積は約169ha） 

・競争力のある農業生産を促進するため、農産物等を加工する際の機械導入等に向けた取り組み等の経費の一部を助成（３
件）しました。 

・農地の保全や多面的機能（自然環境の保全、水源涵養等）の維持・発揮のため、農業者を含む地域住民で組織する２４団
体を支援しました。 

・有害鳥獣対策としてイノシシ対策を拡大しました。農作物を守るための電気柵購入（３３名）やわな免許の取得（９名）
に対する助成を実施するとともに、令和４年度に設置した鳥獣被害対策実施隊の地域での活動により、市内全体での捕獲
件数は91頭（R5）から131頭（R6）に増加、今年度も２月末で217頭捕獲しています。 

・農林水産省が策定した「みどりの食料システム戦略」を受け、有機農業の推進を目的に設置した「佐倉市オーガニックビ
レッジ推進部会」を開催（２回）するとともに、有機農業実施計画の実現に向けた取組を実施しました。また、同計画の
目標をほぼ達成したことから、新たな目標設定及び施策の位置付け等を行うため、実施計画の見直しを行いました（3月
末公表予定）。 

 

③ 施策の方向性  ⑤ その他、R7年度のトピック等 

・競争力のある農業経営を目指す認定農業者を育成します。 

・新たな担い手となる新規就農者を育成し支援します。 

・収益性の高い農業を実現するため、商談会シート活用等を通じて農業の６次産業化を支援します。 

・市内農業の中心である水田経営において主食用米から他の作物への転換を推進します。 

・佐倉の農畜産品を啓発し、市内各直売所や小売業者などでの販売の拡大を支援します。 

・生産性の高い圃場を創出するための基盤整備を推進します。 

・地域における話合い等により地域の農業の在り方についての合意形成をサポートします。 

・農地や農業用水等の資源の保全管理に取り組む活動団体を支援します。 

・有害鳥獣や外来生物による農作物被害防止のため、原因となる動植物の捕獲や駆除を支援します。 

・持続可能な農業を実現するため、有機農業の推進を含む様々な取り組みにより、農業分野における
環境負荷の軽減と農産物の生産振興の両立を目指します。 

 【R7】 

・農業を含めた市内産業の活性化と発展に向け、11 月に「佐倉・産業大博覧会」を開催しました。
（来場者数は出展者及び関係者も含め２日間で約 5,000 人が参加。市内の農業者 44 団体が出展） 

・鳥獣被害対策実施隊（隊員 43 名）による捕獲・処理活動（2 月末現在 154 回）を行いました。ま
た、農業者が行う電気柵の設置を支援するなど、獣害対策の取組を強化しました。 

・佐倉市オーガニックビレッジ推進部会の取組は、有機農業先進地の視察（１回）、研修会開催（３
回）、セミナー開催（１回）、販売・展示会への出展（８回）、有機米の栽培実証の実施（８件）、学
校給食における有機農産物の活用促進（市内全小中学校 34 校、市立保育園６園での有機米の提供
（約 1 か月））などを実施しております。また、有機農業の取組や生産者を紹介する小冊子「佐倉
ぐるぐるアグリ」を製作しました。 

・販売農家の営農継続に向けた経済的負担の軽減を図るため、「農業生産資材高騰対策事業支援金」
を交付。物価高騰分（13％）の 1/2（上限 20 万円）を支援しました。（計 262 件 19,036 千円） 

 

 



 
 

【資料２】佐倉市産業振興ビジョン 進捗管理シート（令和 7 年度） 

４．観光振興 

 第 2 期佐倉市まち・ひと・しごと 
創生総合戦略 指標（KPI） 

基準値 R6 R7 R8 R9 
目標値 
(R9) 

 
観光入込客数（イベントを除く） 

147万人

（H30） 
129万人 110万人   160.8万人／年 

 
観光文化サイト「となりの佐倉」閲覧数 

257,493件 

（R4） 
192,244件    300,000件 

 

①  現在の課題  ②  R7年度に実施した事業、成果 

・平成28年4月に、城下町佐倉の街並み等が日本遺産「北総四都市江
戸紀行～江戸を感じる北総の町並み～」に認定されたものの、町並

みの変容や古民家の喪失が進行しています。また、観光客の滞留時
間の増加や回遊性の向上による消費喚起の取組が求められていま
す。 

・佐倉ふるさと広場は、イベント期間中は多くの観光客で賑わいます
が、イベントが無い時期は来場者が少なく、年間を通じ観光客を呼
び込むことが求められています。 

・市外での佐倉市の認知度向上のため、魅力的な観光商品の造成や営
業活動の強化、情報発信の充実が求められています。 

 

 ・佐倉ふるさと広場で佐倉チューリップフェスタを実施しました。（R7来場者：4月チューリップ160,000人） 

・春の観光イベントとして、「桜に染まるまち、佐倉」「佐倉城址のさくら」を開催しました。 

 （来場者：桜に染まるまち未計測、佐倉城址のさくら約15,000人） 

・10 月に「佐倉の秋祭り」を開催しました。（来場 3 日間で約 150,000 人） 

・佐倉市民花火大会を開催しました。(市内11か所で分散開催) 

・城下町地区のパイロット事業として、社会実験「タマルバ城下町HANGOUT2025」を行い、賑わいを創出しました。 

（来場約5,000人） 

・11月にサンセットヒルズにて「ハワイアンサンセットヒルズ」を開催しました。（来場約1,500人） 

・2 月に国登録有形文化財の古民家を活用した飲食店「むぎとろ 寿るがや」がオープンしました。 

・3 月に「シン・マチマーケット」を開催しました。（来場約 8,000 人） 

・魅力発信サイト「サクライク」にて佐倉の観光情報、魅力創造に資する記事8本を発信しました。 

・千葉ロッテマリーンズALL for chiba等のイベントに出展し、観光情報周知・特産品販売等を市内外に向けて実施しました。 

・フィルムコミッション事業で48本の映像作品を市内で撮影し、ロケ地マップ作成・フェア出展により誘致活動を展開しています。 

・イオンタウンユーカリが丘店に佐倉の魅力発信ブースを開設し、佐倉の観光情報を発信しています。また、同店において聖隷佐 

倉市民病院などと連携し、ウェルビーイングフェアを開催しました。 

                             

③  施策の方向性  ④  その他、R7年度のトピック等 

・千葉県及び日本遺産の 4 都市が連携して、日本遺産の周知、地域の特性を活かした観光誘客に取り
組みます。 

・観光グランドデザイン「観光 W コア構想」に基づき、以下のとおり、集客・消費の核となる観光

拠点を整備します。 

1)歴史観光の拠点である城下町地区で、古民家の有効活用を進め、滞留時間の増加や回遊性の向
上を図ります。 

2)豊かな自然を有する印旛沼周辺で、ふるさと広場の拡張・整備を進め、年間を通じて観光客が
訪れるようにします。 

・既存のイベントの内容を充実するとともに、新たなイベントの開催など、消費や回遊につながる仕
組みを構築します。 

・ターゲットに合ったモデルコースや体験プログラム等の商品造成、営業活動の強化、ICT を含めた 

 様々なメディアを活用した情報発信等を行います。 

 【R7】 

・4 月に北総観光連盟の一員としてサイクルモード東京へ出展しました。 

・4 月及び 1 月～3 月に JR 東日本と連携して「駅からハイキング」を開催しました。 

・6月に佐倉城址公園にて「にわのわアート＆クラフトフェア・チバ」が行われました。 

・8月に第5回印旛沼ダンボールイカダCUPに参加しました。 

・1 月に「新日本プロレス佐倉大会」が開催されました。 

・市役所 1 号館 1 階エントランスギャラリーにおいて、佐倉の魅力を発信する展示として活用しま
した。 

・佐倉市内で撮影した映画「新解釈幕末伝」「爆弾」や、NHK ドラマ「ひらやすみ」ほか、バラエテ
ィや CM 撮影などでも多数のテレビ番組が放送されました。 

 

 

 


